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【令
和
７
年
度
予
算
概
算
決
定
額
28
,4
60
（
26
,1
00
）
百
万
円
】

＜
対
策
の
ポ
イ
ン
ト＞

中
⼭
間
地
域
等
に
お
い
て
、農

業
⽣
産
条
件
の
不
利
を
補
正
す
る
こと
に
より
、将

来
に
向
け
た
農
業
⽣
産
活
動
の
継
続
を
⽀
援
しま
す
。

＜
事
業
⽬
標
＞

耕
作
放
棄
を
防
⽌
し、
中
⼭
間
地
域
等
の
農
⽤
地
8.
4万

ha
の
減
少
を
防
⽌
［
令
和
７
年
度
か
ら令

和
11
年
度
ま
で
］

⽇
本
型
直
接
⽀
払
の
うち

中
⼭
間
地
域
等
直
接
⽀
払
交
付
⾦

＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

＜
事
業
の
内
容
＞

１
．
中
⼭
間
地
域
等
直
接
⽀
払
交
付
⾦

27
,5
60
（
25
,8
00
）
百
万
円

農
業
⽣
産
条
件
の
不
利
な
中
⼭
間
地
域
等
に
お
い
て
、集

落
等
を
単
位
に
、農
⽤
地
を
維
持
・

管
理
して
い
くた
め
の
取
決
め
（
協
定
）
を
締
結
し、
そ
れ
に
した
が
って
農
業
⽣
産
活
動
等
を
⾏

う場
合
に
、⾯
積
に
応
じて
⼀
定
額
を
交
付
しま
す
。

２
．
中
⼭
間
地
域
等
直
接
⽀
払
推
進
交
付
⾦

90
0（

30
0）

百
万
円

制
度
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施
に
向
け
た
都
道
府
県
、市

町
村
等
の
推
進
体
制
を
強
化
しま
す
。

「農
業
⽣
産
活
動
等
を
継
続
す
る
た
め
の
活
動
」の
み
を
⾏
う場

合
は
交
付
単
価
の
８
割
（
基
礎
単
価
）、

これ
に
加
え
て

「ネ
ット
ワ
ー
ク化

活
動
計
画
※
１
の
作
成
」を
⾏
う場

合
は
交
付
単
価
の
10
割
を
交
付
（
体
制
整
備
単
価
）

1
0
m

0
.5
m

⽥
︓
急
傾
斜

（
傾
斜
︓
1/
20
）

21
,0
00
円
/1
0a

交
付
単
価

（
円
/1
0a
）

区
分

地
⽬

21
,0
00

急
傾
斜
（
1/
20
~
）

⽥
8,
00
0

緩
傾
斜
（
1/
10
0~
）

11
,5
00

急
傾
斜
（
15
度
~
）

畑
3,
50
0

緩
傾
斜
（
８
度
~
）

畑
︓
急
傾
斜

（
傾
斜
︓
15
度
）

11
,5
00
円
/1
0a

2
.7
m

1
0
m

【主
な
交
付
単
価
】

【対
象
地
域
】
中
⼭
間
地
域
等

（
地
域
振
興
８
法
と棚

⽥
法
指
定
地
域
及
び
知
事
が
定
め
る
特
認
地
域
）

【対
象
者
】
集
落
協
定
⼜
は
個
別
協
定
に
基
づ
き
５
年
以
上
継
続
して
耕
作
を
⾏
う農

業
者
等

【加
算
措
置
】

①
農
業
⽣
産
活
動
等
を
継
続
す
る
た
め
の
活
動
（
耕
作
放
棄
の
発
⽣
防
⽌
、⽔

路
・農
道
の
管
理
活
動
等
）

②
農
業
⽣
産
活
動
等
の
体
制
整
備
の
た
め
の
取
組
（
ネ
ット
ワ
ー
ク化

活
動
計
画
の
作
成
）

【集
落
協
定
等
に
基
づ
く活
動
】

［
お
問
い
合
わ
せ
先
］
農
村
振
興
局
地
域
振
興
課
（
03
-3
50
1-
83
59
）

10
a当
た
り単

価
加
算
項
⽬
（
取
組
⽬
標
の
設
定
・達
成
が
必
要
）

棚
⽥
地
域
振
興
活
動
加
算

10
,0
00
円

（
⽥
・畑
）

棚
⽥
地
域
振
興
法
に
基
づ
く認
定
棚
⽥
地
域
振
興
活
動
計
画
の
対
象
棚
⽥
等

（
⽥
1/
20
以
上
、畑

15
度
以
上
）
の
保
全
と地

域
の
振
興
を
⽀
援

〔超
急
傾
斜
農
地
保
全
管
理
加
算
、ス
マ
ー
ト農

業
加
算
との
重
複
は
不
可
〕

14
,0
00
円

（
⽥
・畑
）

棚
⽥
地
域
振
興
活
動
加
算
を
受
け
る
農
地
の
うち
超
急
傾
斜
農
地

（
⽥
1/
10
以
上
、畑

20
度
以
上
）

〔超
急
傾
斜
農
地
保
全
管
理
加
算
、ス
マ
ー
ト農

業
加
算
との
重
複
は
不
可
〕

6,
00
0円

（
⽥
・畑
）

超
急
傾
斜
農
地
保
全
管
理
加
算

超
急
傾
斜
農
地
（
⽥
1/
10
以
上
、畑

20
度
以
上
）
の
保
全
や
有
効
活
⽤
を
⽀
援

10
,0
00
円
(最
⼤
※
３
)

（
地
⽬
に
か
か
わ
らず
）

ネ
ット
ワ
ー
ク
化
加
算

【上
限
額
︓
10
0万

円
/年
】

ネ
ット
ワ
ー
ク化

や
統
合
等
に
よ
る
⼈
材
確
保
や
活
動
の
継
続
に
向
け
た
取
組
を
⽀
援
※
２

5,
00
0円

（
地
⽬
に
か
か
わ
らず
）

ス
マ
ー
ト農

業
加
算

【上
限
額
︓
20
0万

円
/年
】

スマ
ー
ト農

業
に
よる
作
業
の
省
⼒
化
、効
率
化
に
向
け
た
取
組
を⽀

援

（
注
）
本
制
度
は
、予

算
の
範
囲
内
で
交
付
⾦
を
交
付
す
る
仕
組
み
で
す
。申

請
額
の
全
国
合
計
が
予
算
額
を
上
回
った
場
合
、交

付
⾦
が
減
額

され
る
こと
が
あ
りま
す
。

＜
事
業
の
流
れ
＞

※
３

協
定
⾯
積
の
規
模
に
応
じて
段
階
的
に
適
⽤
単
価
が
変
動

（
〜
５
ha
部
分
）
10
,0
00
円
／
10
a、
（
５
ha
〜
10
ha
部
分
）
4,
00
0円

／
10
a、
（
10
〜
40
ha
部
分
）
1,
00
0円

／
10
a

※
下
線
部
は
拡
充
内
容

※
１

複
数
の
集
落
協
定
間
で
の
活
動
の
連
携
（
ネ
ット
ワ
ー
ク化

）
や
統
合
、多

様
な
組
織
等
の
参
画
に
向
け
た
計
画

国
都
道
府
県

市
町
村

定
額

定
額

農
業
者
等

定
額

（
１
の
事
業
）

定
額

市
町
村
等

（
２
の
事
業
）

【対
象
農
⽤
地
】
農
振
農
⽤
地
区
域
内
か
つ
地
域
計
画
区
域
内
に
存
し、
傾
斜
等
の
基
準
を

満
た
す
農
⽤
地

※
２

第
５
期
対
策
（
R2
〜
R6
）
で
実
施
した
集
落
機
能
強
化
加
算
の
経
過
措
置
を
別
途
設
定

2012581hi
四角形

2012581hi
四角形

2012581hi
四角形
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中山間地域等直接支払交付金  

４ 第６期対策に向けた交付金の現状と課題について 

 

（１）全国的な課題・方向性 
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（２）本県の現状と課題（R6.7 交付金実施13市町へのヒアリングから） 
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（３）本県の第６期対策の方針 
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※参考 継続に向けた支援【農村型地域運営組織（農村RMO）に関する理解醸成促進業務】 
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